
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議

令

和

元

年

六

月

四

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

令
和
六
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
建
設
業
に
お
け
る
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
を
視
野
に
、
長
時
間
労
働
の
是
正
や
週
休
二

日
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
工
期
に
関
す
る
基
準
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
基
準
を
踏
ま
え
、
国
及
び
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
、
適
正
な
工
期
の
実
現
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

工
期
の
適
正
化
等
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
工
事
の
み
な
ら
ず
、
民
間
発
注
の
工
事
に
つ
い

て
も
、
そ
の
実
現
の
た
め
十
分
な
取
組
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
週
休
二
日
を
実
現
す
る
た
め
の
大
手
建

設
業
者
に
よ
る
人
材
確
保
等
に
伴
い
、
地
域
の
中
小
建
設
業
者
・
専
門
工
事
業
者
に
お
い
て
人
材
不
足
や
追
加
費
用
の
過
度

な
負
担
等
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三

債
務
負
担
行
為
や
繰
越
明
許
費
の
活
用
に
よ
り
施
工
時
期
の
平
準
化
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し

て
要
請
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

四

元
請
負
人
と
下
請
負
人
の
間
に
お
け
る
請
負
代
金
の
支
払
の
適
正
化
な
ど
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
適
正
化
を
図
る
と
と

も
に
、
重
層
下
請
構
造
の
改
善
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。



五

公

共

工

事
設

計

労

務
単

価

の
引

上

げ
を

一
次

下

請
以

下

の
全

て

の
建

設
労

働

者
の

賃
金

上

昇
に

つ

な
げ

て

い
く

と
と

も

に
、
下
請
代
金
の
う
ち
労
務
費
相
当
分
が
着
実
に
現
金
で
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
建
設
労
働
者
へ
の
賃
金
の
着

実
な
支
払
を
確
保
す
る
こ
と
。

六

建
設
業
の
許
可
業
者
に
お
け
る
社
会
保
険
加
入
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
下
請
負
人
へ
の
法
定
福
利
費
の
着
実
な
支
払
及

び
一
人
親
方
を
始
め
と
し
た
小
規
模
な
個
人
事
業
主
や
そ
の
労
働
者
に
お
け
る
適
切
な
保
険
へ
の
加
入
を
促
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、
建
設
技
能
者
が
加
入
す
る
国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
す
る
十
分
な
財
政
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

七

建
設
業
は
、
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
が
全
産
業
中
最
も
多
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
墜
落
・
転
落
、
交
通
事
故
、
熱
中
症

等
に
係
る
安
全
対
策
と
と
も
に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
も
留
意
し
た
健
康
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
事
業
者
等
に
対

す
る
指
導
を
徹
底
し
、
好
事
例
の
収
集
、
周
知
等
を
通
じ
、
そ
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。

八

技
術
検
定
制
度
の
再
編
を
契
機
と
し
て
若
年
者
の
積
極
的
な
登
用
の
促
進
な
ど
を
図
り
、
担
い
手
の
確
保
や
適
正
な
施
工

の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


